
人材を確保したい企業のみなさま

「移住支援金対象法人」になり

東京圏の求職者にＰＲ しませんか？

○青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」サイト内で移住支援金対象求人

として求人情報を無料掲載！！

○東京圏からのUIJターン希望の求職者にPRできる

要件等詳細は、下記「移住支援金法人 青森」QRコードからご覧ください。

【問合せ・提出先】

あおもり移住支援事業マッチング事務局

TEL:050-1792-9929 E-mail:internship@aomori-job.jp
本事業は特定非営利活動法人あおもりIT活用サポートセンターが青森県こども家庭部若者定着還流促進課の委託を受け運営
しています

移住支援金対象法人のメリット

登録は簡単・無料

②「現在事項全部証明書」※写しでも可（最新のもので）

①マッチング支援事業における移住支援金対象法人に
係る登録申請書

①に必要事項をご記入のうえ、②と一緒に
下記のメールアドレスへお送りください

※ 詳細は、検索または右のQRコードによるホームページをご覧ください

移住支援金とは
東京圏から本県へ移住し、就業した方の経済的負担を軽減するため、最大１００万円を支給する事業です。

【移住支援金の支給対象者】共通要件①・②に加え、就業要件のいずれかを満たす方

共通要件

就業要件

①移住元 住民票を移す直前の10年間のうち、通算５年以上（直近１年間は連続）、東京23区内に在住していたこと又は
東京圏（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県（条件不利地域を除く））に在住し、東京23区内に通勤していた
こと。

②移住先 ・申請時において転入後１年以内であること。
・申請後５年以上継続して青森県内に居住する意思があること。

③その他 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。

●対象求人に就業した方 マッチングサイト「あおもりジョブ」に移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し、
新規で採用された方。（求人・就業には条件があります）

●専門人材に該当・テレワーカー・関係人口に該当・起業した方等

※就業要件は市町村により異なります。移住先の市町村担当課に直接ご確認ください。


